
空き家の放置 ⇒ ・資産価値の低下【利活用の機会の喪失】
・空き家（廃屋）の存在による周辺不動産の資産価値への影響【嫌悪物件による減価要因】

視 点

空き家は、放置すれば負債！活用すれば資産！
売買・賃貸等不動産市場への流通化による活用

①空き家の状況把握 → インスペクション（建物検査）の実施が重要となる。
②費用対効果の検討 → 空き家の現況から資産活用内容に応じたコストとベネフィットを把握。

例）コスト：固定資産税など公租公課、リフォーム工事費用、調査費用等
ベネフィット：家賃収入、売却代金等

③活用方法の決定 →  売買、賃貸借、解体・土地活用など資産活用方法を確定。
④活用準備 → リフォーム工事、家賃・価格設定（不動産鑑定等）等で商品化
⑤市場へ流通 → 不動産物件情報の市場搭載・取引仲介

キーワード

対応策

活用のニーズは多様
例）ファミリー向け住宅の建替え時に仮住居として半年～1年の短期賃貸物件として
駐車場として ・・・

一口メモ

（１）売買・賃貸等による不動産市場への流通
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①空家の状況
把握

◆所有者に対して、所有する空き家（空き予定物件）の状況を把握してもらう。
『まずは、所有している空き家の現状を知ることです！』

⇒ 把握する手段は？ ・・・ まずは、建物検査（インスペクション）
⇒ どこに依頼すれば？ ・・・ 建築専門家（④⑤参照）へ相談
⇒ 検査の結果の方向性 ・・・ 不動産専門家のアイデアを活用

キーワード
空き家は、放置すれば負債！活用すれば資産！
売買・賃貸等不動産市場への流通化による活用

相談例

②費用対効果の
検討

（相談内容）
所有している空き家を有効活用したいが、どうすればよいか？

◆売却？ 賃貸？ 除却して他の用途で活用？ アイデアは無数。
地域のニーズは地域の不動産店が熟知している。
『地域の不動産店と次の入居者（利用者）のイメージを共有』

⇒ 売主、貸主となる所有者が、きれいにした状態で市場に送り込むこと。
退去したままの状態では、買主、借主は新生活のイメージができない。
修繕、リフォーム費用は、所有者負担が望ましい

⇒ なるべく費用を抑えたい。 ・・・ 各種リフォーム補助のご案内

固定資産税・・・
リフォーム費用・・・
管理費用・・・

売却益・・・
家賃・・・

経

費

収

益？
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③活用方法の
決定

活用方法に有用な情報の入手と相談

◆リフォームして売却・活用したい
入手したい情報
⇒ リフォーム事業者（工務店等）の情報
⇒ 各種リフォーム費補助制度の情報

◆建物を除却して売却したい、別の用途で活用したい
⇒ 解体工事を行っている事業者の情報
⇒ 住宅以外の活用需要の情報（ＮＰＯ活動拠点など）

◆住み替えをしたい
⇒ 円滑な住み替えのための支援情報

◆空き家の活用に補助金を受けたい
⇒ 補助金の情報
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④ 活用準備
⑤ 市場へ流通

◆身近なプロを探す ～県内の不動産団体の紹介～

【不動産業団体】
☆公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会
県内１８支部 会員数約7,000社
http://www.kanagawa-takken.or.jp/

☆公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部
県内７支部 会員数約1,800社
http://kanagawa.zennichi.or.jp/

☆公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 神奈川県支部
会員数約50会員
http://www.jpm.jp/branch/list.php?cid=14#list

３０
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◆身近なプロを探す ～県内の建築・設計・リフォーム等団体の紹介～

【設計・調査】
☆一般社団法人神奈川県建築士会
県内９支部 会員数約3,100名
http://www.kanagawa-kentikusikai.com/

☆一般社団法人神奈川県建築士事務所協会
県内１７支部 会員数約770名
http://www.j-kana.or.jp/

☆公益社団法人日本建築家協会（ＪＩＡ）
全国１０支部 会員数約5,500名
http://www.jia.or.jp/

【解体・リフォーム等】
☆一般社団法人神奈川県建設業協会≪神奈川県内の建設会社の団体≫
県内１６支部 会員数約450社
http://www.shin-ken.or.jp/

☆一般社団法人ＪＢＮ≪全国の中小工務店の団体≫
県内会員数約134社 （ＪＢＮ神奈川）
http://www.jbn-support.jp/jbndb/category/mem/kanagawa

☆公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会 登録施工業者(一定の講習を受講した工務店)
登録業者数510社
http://www.machikyo.or.jp/koureisyakai/sekoutouroku_index.html

http://http/www.kanagawa-kentikusikai.com/
http://http/www.j-kana.or.jp/
http://www.jia.or.jp/
http://www.shin-ken.or.jp/
http://www.jbn-support.jp/jbndb/category/mem/kanagawa
http://www.machikyo.or.jp/koureisyakai/sekoutouroku_index.html


● 空き家修繕の補助の事例（民間住宅活用型セーフティネット整備推進事業）国土交通省

・耐震、バリアフリー、省エネ工事を対象
・10年間の管理要件が生じる

（参考１）空き家活用等に関する国庫補助事業例
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（国土交通省資料より） ３３



（国土交通省資料より） ３４



（農林水産省資料より） ３５



● あんしん賃貸支援住宅の登録

高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て

世帯の入居を受け入れる民間賃貸住宅の登録
を行い、登録された情報を提供することで、これ
らの方々の住まい探しをサポートするとともに、
入居後の生活支援の情報も併せて情報提供す
ることで、住まい探しから入居後まで支援する制
度です

登録されると、県の発行する「かながわ住まいの

情報紙」にも掲載する他、居住支援協議会の
ホームページで物件の検索ができるようになりま
す。

（参考２）空き家活用等に関するその他の支援例
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● 空き家バンク等の事例

空家バンクについて
[2011年8月2日]
目 的

このページは、山北町内にある空家・貸家・売
地等の供給情報を掲載することで、山北町内に
住居地などを求めている方（借受希望者）に広く
情報を提供し、借受希望者に物件の所有者を紹
介することを目的とします。

注意点、免責条項

このページの情報は、不動産取引にかかるよう
な行為ではありません。あくまで、借受希望者に
対象物件の所有者を紹介することを目的してお
り、町は当事者間で起きた問題については、一
切の責を負いません。

借受希望者等の問い合わせの方法

個人情報保護の観点から、対象物件の所有者
の連絡先は掲載しておりません。借受希望者等
は、各詳細情報の下に記載してあります町への
連絡先にご連絡ください。町から所有者等の連
絡先をご通知いたします。

（山北町ＨＰより） ３７



● マイホーム借り上げ制度の事例 一般社団法人 移住・住みかえ支援機構

未利用空き家の活用策の一つとして、一定の効果が期待できる

・シニア（50歳以上）のマイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証する制度。
・これにより自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができる。
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空き家管理サービスの現況（国土交通省：個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会資料より抜粋）

（参考３）空き家管理サービス事業の現況
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